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�国税庁国税庁国税庁国税庁、、、、平成平成平成平成22222222年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける不服申立不服申立不服申立不服申立ておよびておよびておよびておよび訴訟訴訟訴訟訴訟のののの概要概要概要概要をををを公表公表公表公表
6月20日、国税庁は、平成22年度における不服申立ておよび訴訟の概要を公表しました。詳細は、以下のURLを参照下さい。

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/fufuku/index.htm

税務論点

ショート・コメント

平成22年度では、異議申立てについて、5,103件が発生しており、前年比6.4％の増加となっております。但し、法人税・徴収関係につ

いては、若干減少しております。審査請求は微減、訴訟は微増となっております。

�東京電力東京電力東京電力東京電力、、、、福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所のののの事故等事故等事故等事故等にににに伴伴伴伴うううう原子力損害原子力損害原子力損害原子力損害のののの賠償賠償賠償賠償などがなどがなどがなどが「「「「重要重要重要重要なななな後発事象後発事象後発事象後発事象」」」」にににに当当当当たるとしてたるとしてたるとしてたるとして平成平成平成平成23232323
年年年年3333月期決算短信月期決算短信月期決算短信月期決算短信のののの一部修正一部修正一部修正一部修正をををを行行行行うううう旨旨旨旨をををを公表公表公表公表

6月22日、東京電力は、表題の件について公表しました。詳細は以下のURLを参照下さい。

http://www.tepco.co.jp/ir/tekiji/pdf/1106221-j.pdf/

監査論点

ショート・コメント

避難対象者の精神的苦痛に対する事故収束見込期間までの見積もり損失額は880億円であり、原子炉等の冷却や放射性物質の飛散防止
対策等にかかる費用の見積もりを行った結果、災害損失引当金（8,317億円）は380億円増加するとのことです。

�金融庁金融庁金融庁金融庁、、、、自見庄三郎金融担当大臣自見庄三郎金融担当大臣自見庄三郎金融担当大臣自見庄三郎金融担当大臣ががががＩＦＲＳＩＦＲＳＩＦＲＳＩＦＲＳのののの強制適用強制適用強制適用強制適用につきにつきにつきにつき、、、、そのそのそのその決定決定決定決定からからからから最低最低最低最低でもでもでもでも５５５５～～～～７７７７年程度年程度年程度年程度のののの十分十分十分十分なななな準備期間準備期間準備期間準備期間
をををを設定設定設定設定することなどをすることなどをすることなどをすることなどを公表公表公表公表

6月21日、白見金融相は、IFRSの国内の上場企業への強制適用の延期を正式に公表しました。詳細は、以下のURLを参照下さい。

http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110621-1.html

会計論点

ショート・コメント

具体的には、2012年と言われている適用の決定後の移行期間につき、「3年」から「5～7年」に延ばしたとの事です。従って、適用開
始は17年以降となる見通しです。
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